
公立大学法人    都留文科大学 

 

第５回教育研究審議会 

 

議事概要 

開催日：平成 23年 6月 8日（水） 

場  所：本部棟 3階大会議室 

出席者：加藤祐三学長、高田理孝副学長、福田誠治副学長、椎廣行事務局長 

大平栄子学長補佐、清水雅彦学長補佐 阿毛久芳大学院研究科委員長、鶴田清司初等教育学科長 

牛山恵国文学科長代理、儀部直樹英文学科長、進藤兵社会学科長、大辻千恵子比較文化学科長 

杉本光司地域交流研究ｾﾝﾀｰ長、稲垣孝博外国語教育ｾﾝﾀｰ長、重原達也学生課長、相川泰総務課長 

欠席者：田中一利理事 

 

■挨拶 

加藤学長よりあいさつ 

 

議  事 

1.平成 23年度非常勤講師（国文学科：「国語学テーマ研究Ⅰ」「国語学テーマ研究Ⅲ」）提案について 

○担当より説明、審議の結果、提案通り承認。 

  

2.平成 23年学術研究費等交付金募集テーマについて 

○担当より説明、審議の結果、次回以降の教育研究審議会にて随時審議を行う。 

・次年度に向けてどのようなものが対象になるかを考えて行く。 

  

3.公立大学法人都留文科大学災害対策規程の一部改正（案）及び防災委員会設置規則（案）について 

○担当より追加となった赤字部分について主に説明、審議の結果、一部修正し承認。 

・公立大学法人都留文科大学災害対策規程の一部改正（案）は、既存の公立大学法人都留文科大学災害

規程に赤字部分を追加したもの。 

 第 6条第 1項 5号の「災害対策本部に総務班及び学生対策を設置し、構成及び担当業務は、別表第 4

のとおりとする。」の下線部を削除。 

・公立大学法人都留文科大学防災委員会設置規則（案）の下記を下線部のように修正。 

 第 1条 この規則は～第 7条第 2項の規定に基づき→この規則は～第 6条第 2項の規定に基づき 

 第 4条 第 1項 2号 委員に欠員を生じたときは、補充するものとし、その任期は、前責任者の残任期

間とする。→委員に欠員を生じたときは～その任期は、前任者の残任期間とする。 

第 5条 委員会に委員を置き、第 2条第 1号の者をもって充てる。 

  →第 5条 委員会に委員を置き、第 3条第 1号の者をもって充てる。 

 

報  告 

1.専任教員の公募（国文学科）について 

○担当より、前回の教育研究審議会で審議があった部分について、修正箇所を報告。 

  



2. 学生精神的健康調査（UPI）の結果について 

○保健センターより結果報告。 

都留文科大学新入生 782名（男 309名、女子 471名、未記入 2名）を対象とし、未提出者は 32名で

回答率は 95.9％だった。新入生オリエンテーション 3日目の保健センターの説明の中で、10分程度

で行った。（今回は、新入生だけだが今後は、在学生にも実施を検討する。）次回の教授会にて同様の

報告を行う。 

 

そ の 他 

○防災関連について 

・本学の防災マニュアルが完成するまで、現在ある市の防災対策マニュアルを各学科へ設置してはどう

か。 

・避難場所については、学生便覧に記載してある。（周知不足かも） 

 


